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＜現行制度：踏切道の指定は、平成13年度～平成17年度の5箇年間の時限措置＞
国土交通大臣が改良すべき踏切道を指定し、その指定された踏切道について鉄道事業者及び道路管理者が

協議して計画を作成し、改良を実施。（※保安設備の整備に要する費用の一部を補助）

改正の目的

○開かずの踏切対策等の促進(歩行者等への安全対策)
○踏切対策の全般的な促進

改良計画の作成
・立体交差化計画
・構造改良計画
・歩行者等立体横断施設整備計画
⇒ 鉄道事業者と道路管理者が協議して作成
協議が成立しない場合は国土交通大臣による裁定

・保安設備整備計画 ⇒ 鉄道事業者が作成

踏切道の改良の方法
・立体交差化
・構造の改良（拡幅等）
・歩行者等立体横断施設の整備
・保安設備の整備(遮断機等)

踏切道を指定 [国土交通大臣]

＜現行スキーム＞

踏切道の改良を実施
・交通事故の防止
・交通の円滑化

＜改正内容＞

改良が必要と認められる踏切道の指定を行
う期間を平成18年度以降の5箇年間に延長

指定期間の延長

連続立体交差事業に係る無利子貸付制度の
創設

無利子貸付制度の創設

踏切道の改良の実施の状況等について報告

徴収制度の創設

報告徴収制度の創設

正当な理由がなく計画に従って踏切道の改

良を実施しない場合の勧告制度の創設

勧告制度の創設

※保安設備整備計画の実施に係る補助措置の期間の延長

横断歩道橋の整備

連続立体交差事業

歩行者等が安全かつ円滑に横断できる横断

歩道橋等の整備を改良方法に追加

歩行者等立体横断施設の整備の追加

踏切道改良促進法の改正概要 （H１８．４．１施行）踏切道改良促進法の改正概要 （H１８．４．１施行）
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全踏切（約３６，０００箇所）全踏切（約３６，０００箇所）

■踏切交通実態総点検■踏切交通実態総点検

■緊急対策踏切の抽出・確定■緊急対策踏切の抽出・確定

■整備計画の策定

対対 策策 のの 実実 施施

○主な点検項目 ・踏切道の構造・・・踏切車道幅員、踏切歩道幅員、線形 等

・交通状況・・・渋滞長、滞留数 等

○分類方法 ・速効対策・・・開かずの踏切、歩道が狭隘な踏切 等

・抜本対策・・・開かずの踏切、自動車や歩行者の著しい踏切 等

踏切法による法指定踏切法による法指定 ・法指定により、・法指定により、円滑な対策実施円滑な対策実施を図る。を図る。

○策定内容 ・５箇年の着手予定 等

＜法指定の流れ＞

・全国の全踏切を対象に実態総点検を行い、緊急に対策が必要な箇所を抽出し、整備計画を策定し、対策を実施していく。
・また、踏切道改良促進法に基づく法指定により、円滑な対策実施を図る。
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踏切道改良促進法の指定の流れ踏切道改良促進法の指定の流れ



緊急対策踏切の確定 ・ 公表（約２１００箇所）

踏 切 交 通 実 態 総 点 検

歩道が狭隘な踏切

（約７００）

対策踏切の除却ペースを２倍に

抜本対策（約１４００）【連立事業等】

歩行者交通の著しい踏切（約３００）

自動車交通の著しい踏切（約５００）

開かずの踏切
（約６００）

速効対策（約１３００）【歩道拡幅等】

５年ですべてを対策

抜本対策までに時間を
要する開かずの踏切等
はまず速効対策

地域の実情にあわせた５箇年の整備計画等の策定
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踏切交通実態総点検について踏切交通実態総点検について



高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律案（概要）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律案（概要）

高齢者、身体障害者等の鉄道駅などの
公共交通機関を利用した移動の円滑化
の促進

交通バリアフリー法交通バリアフリー法

現行の交通バリアフリー法とハートビル法を一体化するとともに、対象とな現行の交通バリアフリー法とハートビル法を一体化するとともに、対象とな

る施設や区域を拡大するなど、総合的なバリアフリー化を促進。る施設や区域を拡大するなど、総合的なバリアフリー化を促進。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律案高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律案

高齢者、身体障害者等の建築物の利用
の円滑化の促進

ハートビル法ハートビル法
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律案（道路関係概要）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律案（道路関係概要）

官公庁

福祉施設

福祉施設 官公庁施設

施設間の経路

福祉施設

病院

官公庁

福祉施設

病院

駐車場

公園

駐車場

バリアフリー化が特に必要な道路（特定道路）

バリアフリー化基準適合義務（新設・改築時）

特定道路以外の全道路特定道路以外の全道路

歩道の有効幅員を確保できる場合にのみ占用を許可歩道の有効幅員を確保できる場合にのみ占用を許可
（バリアフリー化された道路における措置）

市町村による基本構想の作成

バリアフリー化基準への適合等バリアフリー化基準への適合等

移動等円滑化経路協定移動等円滑化経路協定

重点整備地区
○ 生活関連施設を含む地区（図１、図１、図３図３）

（現行：鉄道駅周辺に限定。）

新法イメージ新法イメージ

図１図１ 重点整備地区内重点整備地区内

図２図２ 重点整備地区外重点整備地区外

図３図３ 重点整備地区（拡大）重点整備地区（拡大）

公園

官公庁

新規部分

現行部分

道路管理者による重点整備地区内の道路バリアフリー化事業の実施

市町村が国道、都道府県道について道路バリアフリー化事業を実施。

重点整備地区内の土地所有者等（道路管理者を含む。）は、移動等の円滑化のため
の経路の整備又は管理に関する協定を締結。（協定の承継効の適用）

○ 生活関連施設間の道路等（図１、図３図１、図３）
（現行：鉄道駅と施設の間の道路等）
※ 市町村施行道路特定事業

重点整備地区内の道路のバリアフリー化重点整備地区内の道路のバリアフリー化

○ 高齢者、障害者等が生活上利用する施設（生活関

連施設）間の道路等（図１図１）
（現行：鉄道駅と施設の間の道路等）
※ 重点整備地区内外を問わず対象（図２図２）

バリアフリー化基準バリアフリー化基準
適合努力義務適合努力義務

鉄道駅

住宅地等

住宅地等
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